
個人情報ファイル簿(単票) No.50
個人情報ファイルの名称 生活保護システム
行政機関等の名称 橋本市⻑
個人情報ファイルが利用に供される事務を司る組織
の名称

健康福祉部福祉課

個人情報ファイルの利用目的 生活保護にかかる各種事務処理の管理
記録項目 個人識別符号(身体的特徴を符号化したもの)、個人識

別符号(基礎年⾦番号)、個人識別符号(住⺠票コ―ド)、
個人識別符号(個人番号)、個人識別符号(国保、社保、
介護等の保険者番号等)、氏名、性別、生年月日、住所、
電話番号、本籍・国籍、学業・学歴、職業・職歴、所
得・収入、資産状況、納税状況、公的扶助受給、口座
番号等、家族状況、親族・続柄、婚姻、居住状況、病
歴、心身機能の障害、健康診断等の結果、保健指導・
診療調剤情報、犯罪経歴、犯罪被害情報

記録範囲 申請書を提出した者及びその家族
記録情報の収集方法 申請書で収集
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む
記録情報の経常的提供先 健康福祉部福祉課障がい福祉係

健康福祉部保険年⾦課
健康福祉部こども課
健康福祉部子育て世代包括支援センタ―
総務部税務課
建設部建築住宅課
教育委員会教育総務課
橋本市⺠病院

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 健康福祉部福祉課
〒648-8585 橋本市東家 1-1-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特
別の手続等

―

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル/マニュアル処理ファイル）

法第 60 条第２項第１号(電算処理ファイル)

個人情報ファイルの種別
（政令第 21 条第 7項に該当するファイルの有無）

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称
及び所在地

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし)



作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

(実施なし)

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

(実施なし)

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているとき
はその旨

(規定なし)

備考 ―



個人情報ファイル簿(単票) No.51
個人情報ファイルの名称 生活保護等レセプト管理システム
行政機関等の名称 橋本市⻑
個人情報ファイルが利用に供される事務を司る組織
の名称

健康福祉部福祉課

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者に係る診療報酬の管理
記録項目 個人識別符号(住⺠票コ―ド)、氏名、生年月日、病歴、

心身機能の障害、保健指導・診療調剤情報
記録範囲 生活保護受給者
記録情報の収集方法 医療保険者
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む
記録情報の経常的提供先 和歌山県
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 健康福祉部福祉課

〒648-8585 橋本市東家 1-1-1
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特
別の手続等

―

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル/マニュアル処理ファイル）

法第 60 条第２項第１号(電算処理ファイル)

個人情報ファイルの種別
（政令第 21 条第 7項に該当するファイルの有無）

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称
及び所在地

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし)
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

(実施なし)

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

(実施なし)

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているとき
はその旨

(規定なし)

備考 ―



個人情報ファイル簿(単票) No.52
個人情報ファイルの名称 年⾦受給台帳
行政機関等の名称 橋本市⻑
個人情報ファイルが利用に供される事務を司る組織
の名称

健康福祉部福祉課

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の年⾦受給状況の把握
記録項目 個人識別符号(住⺠票コ―ド)、氏名、生年月日、心身

機能の障害、所得・収入、公的扶助受給
記録範囲 生活保護受給者
記録情報の収集方法 年⾦事務所等
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む
記録情報の経常的提供先 ―
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 健康福祉部福祉課

〒648-8585 橋本市東家 1-1-1
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特
別の手続等

―

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル/マニュアル処理ファイル）

法第 60 条第２項第１号(電算処理ファイル)

個人情報ファイルの種別
（政令第 21 条第 7項に該当するファイルの有無）

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称
及び所在地

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし)
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

(実施なし)

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

(実施なし)

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているとき
はその旨

(規定なし)

備考 ―



個人情報ファイル簿(単票) No.53
個人情報ファイルの名称 生活困窮者⾃立支援相談面接記録簿
行政機関等の名称 橋本市⻑
個人情報ファイルが利用に供される事務を司る組織
の名称

健康福祉部福祉課

個人情報ファイルの利用目的 相談者の指導、フォロ―アップ
記録項目 個人識別符号(住⺠票コ―ド)、氏名、性別、生年月日、

住所、電話番号、学業・学歴、職業・職歴、所得・収
入、資産状況、納税状況、公的扶助受給、口座番号等、
家族状況、親族・続柄、婚姻、居住状況、病歴、心身
機能の障害

記録範囲 相談者及びその世帯員
記録情報の収集方法 相談者及びその世帯員
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む
記録情報の経常的提供先 ―
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 健康福祉部福祉課

〒648-8585 橋本市東家 1-1-1
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特
別の手続等

―

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル/マニュアル処理ファイル）

法第 60 条第２項第１号(電算処理ファイル)

個人情報ファイルの種別
（政令第 21 条第 7項に該当するファイルの有無）

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称
及び所在地

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし)
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

(実施なし)

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

(実施なし)

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているとき
はその旨

(規定なし)

備考 ―



個人情報ファイル簿(単票) No.54
個人情報ファイルの名称 ⺠生委員児童委員名簿
行政機関等の名称 橋本市⻑
個人情報ファイルが利用に供される事務を司る組織
の名称

健康福祉部福祉課

個人情報ファイルの利用目的 委員への事務連絡
記録項目 個人識別符号(住⺠票コ―ド)、氏名、性別、生年月日、

住所、電話番号、学業・学歴、職業・職歴、口座番号
等、家族状況、親族・続柄、婚姻、居住状況、病歴、
犯罪経歴、担当地域

記録範囲 ⺠生委員児童委員を委嘱されたもの
記録情報の収集方法 ⺠生委員児童委員本人
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない
記録情報の経常的提供先 ―
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 健康福祉部福祉課

〒648-8585 橋本市東家 1-1-1
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特
別の手続等

―

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル/マニュアル処理ファイル）

法第 60 条第２項第１号(電算処理ファイル)

個人情報ファイルの種別
（政令第 21 条第 7項に該当するファイルの有無）

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称
及び所在地

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし)
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

(実施なし)

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

(実施なし)

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているとき
はその旨

(規定なし)

備考 ―



個人情報ファイル簿(単票) No.55
個人情報ファイルの名称 障がい者システム
行政機関等の名称 橋本市⻑
個人情報ファイルが利用に供される事務を司る組織
の名称

健康福祉部福祉課

個人情報ファイルの利用目的 障がい者システム利用申請受付、決定、状況把握
記録項目 個人識別符号(身体的特徴を符号化したもの)、個人識

別符号(基礎年⾦番号)、個人識別符号(住⺠票コ―ド)、
個人識別符号(個人番号)、個人識別符号(国保、社保、
介護等の保険者番号等)、氏名、性別、生年月日、住所、
電話番号、所得・収入、公的扶助受給、口座番号等、
家族状況、親族・続柄、居住状況、病歴、心身機能の
障害

記録範囲 申請書を提出した者及びその家族
記録情報の収集方法 申請書で収集
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む
記録情報の経常的提供先 健康福祉部福祉課保護係

健康福祉部保険年⾦課
健康福祉部こども課
和歌山県

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 健康福祉部福祉課
〒648-8585 橋本市東家 1-1-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特
別の手続等

―

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル/マニュアル処理ファイル）

法第 60 条第２項第１号(電算処理ファイル)

個人情報ファイルの種別
（政令第 21 条第 7項に該当するファイルの有無）

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称
及び所在地

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし)
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

(実施なし)

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

(実施なし)

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているとき
はその旨

(規定なし)

備考 ―



個人情報ファイル簿(単票) No.56
個人情報ファイルの名称 精神障害者保健福祉手帳・⾃立支援医療費(精神通院)

申請台帳
行政機関等の名称 橋本市⻑
個人情報ファイルが利用に供される事務を司る組織
の名称

健康福祉部福祉課

個人情報ファイルの利用目的 公費負担の申請受付、決定、状況の把握
記録項目 個人識別符号(身体的特徴を符号化したもの)、個人識

別符号(基礎年⾦番号)、個人識別符号(住⺠票コ―ド)、
個人識別符号(個人番号)、個人識別符号(国保、社保、
介護等の保険者番号等)、氏名、性別、生年月日、住所、
電話番号、所得・収入、公的扶助受給、親族・続柄、
病歴、心身機能の障害

記録範囲 申請書を提出した者及びその家族
記録情報の収集方法 申請書で収集
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む
記録情報の経常的提供先 ―
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 健康福祉部福祉課

〒648-8585 橋本市東家 1-1-1
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特
別の手続等

―

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル/マニュアル処理ファイル）

法第 60 条第２項第１号(電算処理ファイル)

個人情報ファイルの種別
（政令第 21 条第 7項に該当するファイルの有無）

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称
及び所在地

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし)
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

(実施なし)

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

(実施なし)

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているとき
はその旨

(規定なし)

備考 ―



個人情報ファイル簿(単票) No.57
個人情報ファイルの名称 住⺠税非課税世帯等に対する臨時特別給付⾦支給シ

ステム
行政機関等の名称 橋本市⻑
個人情報ファイルが利用に供される事務を司る組織
の名称

健康福祉部福祉課

個人情報ファイルの利用目的 住⺠税非課税世帯等に対する臨時特別給付⾦支給審
査のために利用する。

記録項目 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、所得・収入、
口座番号等、家族状況、親族・続柄

記録範囲 申請書を提出した者及びその家族
記録情報の収集方法 世帯主から申請書で収集
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む
記録情報の経常的提供先 ―
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 健康福祉部福祉課

〒648-8585 橋本市東家 1-1-1
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特
別の手続等

―

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル/マニュアル処理ファイル）

法第 60 条第２項第１号(電算処理ファイル)

個人情報ファイルの種別
（政令第 21 条第 7項に該当するファイルの有無）

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称
及び所在地

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし)
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

(実施なし)

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

(実施なし)

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているとき
はその旨

(規定なし)

備考 ―



個人情報ファイル簿(単票) No.58
個人情報ファイルの名称 価格高騰緊急支援給付⾦支給システム
行政機関等の名称 橋本市⻑
個人情報ファイルが利用に供される事務を司る組織
の名称

健康福祉部福祉課

個人情報ファイルの利用目的 価格高騰緊急支援給付⾦支給審査のために利用する。
記録項目 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、所得・収入、

口座番号等、家族状況、親族・続柄
記録範囲 申請書を提出した者及びその家族
記録情報の収集方法 世帯主から申請書で収集
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む
記録情報の経常的提供先 ―
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 健康福祉部福祉課

〒648-8585 橋本市東家 1-1-1
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特
別の手続等

―

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル/マニュアル処理ファイル）

法第 60 条第２項第１号(電算処理ファイル)

個人情報ファイルの種別
（政令第 21 条第 7項に該当するファイルの有無）

有

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称
及び所在地

(実施なし)

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし)
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

(実施なし)

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

(実施なし)

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているとき
はその旨

(規定なし)

備考 ―


